
 

政府情報システム刷新有識者会議

における検討状況について 
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資料１ 



○ １９６０年代からの気象、統計、国税、社会保険、登記、特許などへの電子計算機導入以来、
大量定型業務の機械化・自動処理など、行政へのＩＴ利用は急速に拡大。

○ さらに、９０年代の１人１台ＰＣ導入、ネットワーク化を通じ、全行政分野における業務処理、
情報共有・提供等の通常事務でＩＴ化が広範に浸透。システムの設計・開発、運用・管理業務
については、民間にほぼアウトソーシングしているのが現状。

○ 直近では、これまで各行政部門に浸透・定着したＩＴについて、業務の見直しとともにシステ
ム刷新、各省システムの共通化（府省共通システムの導入）等を行う「業務・システム最適
化」及び「行政手続のオンライン利用促進」の取組を全政府的に展開。

＜主な取組事例＞

これまでの電子政府の取組

登記事項証明書（昔の登記簿謄
本）の交付等の事務は、民間委託、
登記申請のオンライン化、システ
ムのオープン化・集約化等により、
合理化。

※登記等の職員について、直近
10年間で▲2,743人純減

国税電子申告・納税システム（e-
Tax）導入により、所得税、法人
税等申告3,700万件のうち、４割
強がオンライン化。
※電子申告に係る還付期間を短縮

（書面 1～1か月半⇒電子申告 ３週間）

各府省それぞれとなっていた文書
管理のルールを見直し、システム
を一元化（電子決裁の導入等）。
また、情報公開法の円滑な運用に
資するため、同システムで管理し
ている行政文書ファイルに係る情
報を、インターネットで効率的に
公開。

※行政文書ファイル数 894万件

● 輸出入・港湾手続関係業務
輸出入・港湾関連情報処理システ
ム（ＮＡＣＣＳ）を中心に、出入
港、通関、検疫等が相互に連携し、
手続を一括処理化（ワンストップ
化）。
※入港許可手続（海上貨物等）に係る所要

時間を大幅に短縮。

168.2時間（Ｈ３）

⇒６３.８時間（Ｈ１８） １

● 登記業務 ● 国税徴収業務 ● 文書管理業務



行政改革実行本部
本部長 ：内閣総理大臣、本部長代行 ：副総理
副本部長 ：内閣官房長官、総務大臣、財務大臣

本部員： 他の全ての国務大臣

政府情報システム刷新有識者会議について

■ 政府情報システム刷新に係る検討の場として、ＩＴ戦略本部及び行政改革実行本部の下に、
「政府情報システム刷新有識者会議」を設置。（ＩＴ戦略本部と行政改革実行本部が連携）

ＩＴ戦略本部
本部長 ：内閣総理大臣

副本部長 ：内閣府特命担当大臣（科学技術政策）
内閣官房長官、総務大臣、経済産業大臣

本部員： 他の全ての国務大臣及び民間有識者

政府ＣＩＯ制度の導入等、電子行政、
情報システムについて従前から検討

連携

政府情報システム刷新有識者会議

レガシーシステム（注）刷新、政府情報システムの統合・集約化、政府ＣＩＯ制度などを議論

【構成員】（50音順、敬称略）
遠藤 紘一 リコージャパン株式会社顧問

（座長代理） 大山 永昭 東京工業大学像情報工学研究所教授
川島 宏一 佐賀県特別顧問

（座長代理） 國領 二郎 慶應義塾大学総合政策学部長
（座長） 森田 朗 学習院大学法学部教授

横塚 裕志 東京海上日動システムズ株式会社代表取締役社長

※各省ＣＩＯ補佐官や民間有識者が臨時構成員として参画

２

※ 夏頃までに、「政府情報システム刷新のための共通方針」の策定を目指す。

（注） レガシーシステム： メインフレーム、専用端末、専用回線を中心とした大規模な旧式システムで、特定ベンダと随意契約が継続し
ているシステム



政府情報システム刷新有識者会議の検討状況
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第１回会合

・座長・臨時構成
員の選任
・今後の進め方
等

第２回会合 第３回会合

各府省ＣＩＯ補佐官などによる臨時構成員が中心となり、
 政府全体の情報システムの棚卸し作業（各省調査）の手法
 独立行政法人の情報システム実態調査の手法
 政府情報システム刷新のための共通方針の素案作成
について、検討・作業。

共通方針を踏まえ、各府省
において、政府情報システム
の刷新実行計画の策定
（システム更新時期に合わせ、
順次、システム刷新や、政府
共通プラットフォームへの統
合・集約等を推進）

 政府情報システム（政府全体で約２０００システム）の棚卸し、独法の情報システムの
実態調査などに早々に着手し、当面は、夏頃までに、レガシーシステム刷新、政府情
報システムの統廃合・集約化等のための「政府情報システム刷新のための共通方針」
策定を目指す取組を展開。

 有識者・民間先進企業等
 大規模システム・レガシー未刷新システム担当府省

（３６レガシーシステム中、２３システム刷新済、１３システム対応中）

ヒアリングの実施

第４回会合～

棚卸しの手法を
臨時構成員から

説明

独法の実態
把握、独法へ
の展開等に
ついて議論

共通方針の
論点、素案を
臨時構成員
から説明

政府ＣＩＯ制度導入・
ＣＩＯ補佐官の在り方等
に関する議論を通じて、
政府情報システムの
管理体制を強化

（４月） （夏頃）

３

（4/17）

（4/23） （5/18） （6/25）



各府省で行うＩＴ投資について、政府全体を通じた効果の最大化とリスクの最小
化を目指し、府省横断的な以下の新たな枠組み（フレームワーク）を整備。併せ
て、ＩＴ人材の育成・確保も重要な課題。
① 事前評価（成果目標の明確化、投資額の妥当性やリスク分析等）
② 進捗状況の管理（作業の遅れや品質劣化を防止するためのレビューの実施）
③ 事後評価及び各府省のIT投資の状況の公表

現在の政府情報システムに対し、民間的改革視点を取り入れつつ、
・政府情報システムのコンパクト化

① 政府共通プラットフォームへの段階的な統合・集約化
② 一部残存している旧式（レガシー）システムの刷新

・整備未了の府省共通システム（例：人事・給与はH22～27年度にかけて、旅費等はH26年

度から、全府省に順次導入予定）の確実な導入、利用の徹底
・政府内部のワークスタイル刷新による生産性向上（タブレット導入等）

シ
ス
テ
ム
刷
新

政府情報システム刷新に当たっては「業務改革」が重要。特に、今国会に法案提
出中のマイナンバー制度（平成２７年から利用開始）について、関連する情報シ
ステムの整備に当たり、マイナンバーを使った業務プロセスの設計、制度間の情
報連携による業務処理・国民向けサービスの見直しに取り組むことが必要。

業
務
改
革

Ｉ
Ｔ
投
資
管
理

政府ＣＩＯ制度の導入を念頭に、５年間を目途に取り組む施策について検討中

４

共通方針に向けた検討事項



第４回政府情報システム刷新有識者会議古川大臣ご発言概要（平成24年６月25日）

政府ＣＩＯ制度創設に関する方針

５

前回の有識者会議において、岡田副総理から政府ＣＩＯに関して御発言があり
ましたが、私の方から、本件について、御報告させて頂きます。

これまでの本有識者会議での御議論をお聞きしていますと、やはり、政府ＣＩ
Ｏの早期設置が必要であると感じています。そこで、７月を目途に、政府ＣＩＯ
を設置し、政府情報システムの刷新を推進する体制を整備したいと思います。政
府ＣＩＯの体制等、具体的な事項については、現在、政府内で検討しております
ので、いずれ、整理ができた段階で、御報告させて頂きますが、新たに設置する
政府ＣＩＯの下、刷新の取組を強力に推進していきたいと考えています。

また、政府ＣＩＯの位置づけを明確にして、より実効あるものとするため、権
限等について定める法案を、来年の通常国会に提出するための検討を早急に開始
したいと思います。



・メールなどのグループウェ
アは、H８年頃から各府省
で個々に導入。

・法令検索、法令協議など、
府省共通的な情報共有機能
は、一元的に整備・運用。

・タブレット(ｉＰａｄなど)
等のモバイル端末を社内外
で利用可能。テレワークや
災害時業務継続に対応。

・ウェブ会議やテレビ会議の
導入により、移動時間・コ
ストを低減。

・人事・給与は府省共通シス
テムを全府省に導入中(Ｈ
２２～２７年までの計画)

・旅費等は、府省共通システ
ムを整備中（H２６年から
運用開始）。

・調達は、統一仕様によるシ
ステムを個々に導入。今後
これらを一元化・集中化。

・基幹系システムを一元的に
整備し、グループ会社で共
同利用。

・基幹系の事務をグループ内
子会社にアウトソースする
「シェアードサービス化」
により基幹系事務を合理化。

・各府省のシステムの統合・
集約の基盤となる「政府共
通ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ」を整備中。

※棚卸しによりＩＴ資産・投資管理
基盤を整備予定。

・行政分野ごとに、各府省に
おいて情報システムを整備。

・年金、特許などに旧式（レ
ガシー）システムが残存。
現在、刷新取組中。

・マイナンバー制度導入（Ｈ
２７年１月から利用開
始）に伴い、年金・労働
保険・国税分野で連携を
要する。

・各業界で、情報システム部
門を子会社化し、統括的に
情報システムを整備。

・業務用の情報システムは、
単独で構築するのではなく、
グループ会社共通のシステ
ム基盤上に構築。

・グループ内で、取引先コー
ド、顧客コードなどを統一
（統一共通コードにより経
営状況をグローバルに可視
化）

・クラウドコンピューティン
グ技術を用い、グループ内
各社のシステム基盤を一括
整備（クラウド化）。

・資産管理・投資管理を徹底。

政府の状況 民間での先進事例導入・刷新済 導入・未刷新 未導入・一部導入
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予算・決算

国有財産管理

調達（公共・非公共）

旅費、謝金・諸手当、物品管理

文書管理・決裁

統計情報

法令検索、法令協議

メール
ｽｹｼﾞｭｰﾙ
管理

ファイル
共有

職員検索
（電話帳）

会議

ネットワークミドルウェア ＯＳ サーバ 施設設備

認証（個人認証・組織認証・サーバ等認証）

ＩＴ資産管理・投資管理

モバイル
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（参考１） 電子政府のシステム整備状況（体系図）と官民比較

６



【政府共通ＰＦ整備後】

【政府共通ＰＦ整備前】

利用者（職員）Ａ省庁舎

運用監視要員

Ｂ省庁舎

利用者
（職員）

【Ｃシステム】

サーバデータセンタ

【Ａ、Ｂ、Ｄシステム】

サーバ

移行環境が整っていないシステム
（例：レガシー、拠点分散、スタンドアロン等
のシステム）

Ａ省庁舎

運用監視
要員

運用監視
要員

運用監視
要員

データセンタＢ

Ｂ省庁舎

Ｃ省庁舎・乙

データセンタＤ

【Ｂシステム】

【Ａシステム】

利用者
（職員）

利用者
（職員）

利用者
（職員）

サーバ

サーバ

サーバ

【政府共通プラットフォーム整備前】

運用監視要員

【Ｃシステム】

メイン
フレーム

Ｃ省庁舎・甲

政府共通PF

利用者
（職員）

Ｃ省庁舎・甲

Ｃ省庁舎・乙

【政府共通プラットフォーム整備後】

【Ｄシステム】

運用監視要員

 「新たな情報通信技術戦略」（H22.5.11高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）に基

づき、クラウドコンピューティング技術を活用した｢政府共通プラットフォーム｣を整備。現在各府

省が別々に整備・運用している政府情報システムを可能なものから順次これに統合・集約化し、政

府情報システム全体の運用コストの削減等を図る。

 平成24年度中の運用開始を目指し、設計・構築作業を実施中。

（参考２） 政府共通プラットフォームの概要

７



（参考３）行政改革の総合的かつ集中的な実行に関する法律案（抄）

８

○ 行政改革の総合的かつ集中的な実行に関する法律案（抄）平成２４年４月通常国会提出（衆法第７号）

第二章 行政改革の基本方針
第一節 通則

（行政構造改革会議による政府の講ずべき措置の調査審議及び提言）
第六条 行政構造改革会議は、第三節に掲げる重点分野について、当該重点分野ごとに定める行政改

革の基本方針に基づき、政府の講ずべき措置を調査審議し、内閣総理大臣に提言するものとする。
２ （略）

第三節 行政構造改革会議の調査審議及び提言に係る重点分野及び各重点分野における行政改革の基本
方針
第三款 行政機関の情報システム等に関する分野

（行政機関の情報システムの改善又は刷新等に関する検討）
第三十四条 行政機関の情報システムに関しては、その現況並びに短期及び中長期の見通しを踏まえ、

その統廃合等を含めた改善又は刷新について検討するとともに、国民の利便性の向上、行政手続の
簡素化、行政の事務及び事業の効率化並びに情報システムに係る経費の削減等の観点（以下「国民
の利便性向上等の観点」という。）を踏まえて、当該改善又は刷新に係る効果の定量的な評価及び
公表の在り方について検討するものとする。

（行政機関の情報システムに係る管理体制に関する検討）
第三十五条 行政機関の情報システムに係る管理体制に関しては、国民の利便性向上等の観点を踏ま

え、各府省の情報システムを統括管理する責任者（その職務を補佐する者を含む。）その他の各府
省における管理体制及びこれを政府全体として府省横断的に統括する制度の整備の在り方について
検討するものとする。

（行政の情報化の推進に関する検討）
第三十六条 行政の情報化の一層の推進に関しては、その効果を分かりやすい形で公表し、国民の理

解に資するため、国民の利便性向上等の観点を踏まえて、当該効果の定量的な評価及び公表の在り
方について検討するものとする。


